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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：平成２９年１月３０日（平成２９年（行情）諮問第３７号） 

答申日：平成２９年１０月１３日（平成２９年度（行情）答申第２６２号） 

事件名：「労働条件ほっとライン」の相談員名簿（平成２８年度分）の一部開

示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「「労働条件ほっとライン」の設置・運営事業委託契約書（平成２８年

度分）及び「労働条件ほっとライン」の相談員名簿（平成２８年度分）」

（以下「本件対象文書」という。）につき，その一部を不開示とした決定

については，審査請求人が開示すべきとする部分を不開示としたことは，

妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する情報の公開に関する法律

（以下「法」という。）３条の規定に基づく開示請求に対し，厚生労働大

臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）が，平成２８年９月２３日

付け厚生労働省発基０９２３第４号により行った一部開示決定（以下「原

処分」という。）において不開示とされた部分の一部についてその開示を

求めるというものである。  

２ 審査請求の理由 

   審査請求の理由は，審査請求書の記載によると，おおむね以下のとおり

である。 

「労働条件ほっとライン」の相談員の報酬は税金であり，公務員にじゅ

んずるので名前は開示だと思います。そうしないと，公務のつごうの悪い

所に委託を持ってきて，責任を回避するしくみになると思います。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 本件審査請求の経緯 

（１）審査請求人は，平成２８年８月２４日付けで，処分庁に対して，法３

条の規定に基づき，本件対象文書の開示請求を行った。 

（２）これに対して，処分庁が原処分を行ったところ，審査請求人が，この

一部を不服として，同年１１月４日付け（同月７日受付）で審査請求を

提起したものである。 

２ 諮問庁としての考え方 

原処分において不開示とした部分のうち，本件審査請求において審査請
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求人が開示を求めている部分については，法５条１号に基づき原処分を維

持して不開示とすることが妥当であると考える。 

３ 理由 

（１）本件対象文書の特定について 

   本件対象文書は，厚生労働省労働基準局が事業委託する委託事業「労

働条件相談ほっとライン」（以下，第３において「ほっとライン」とい

う。）に係る契約書及びほっとラインにおいて設置・運営する電話相談

窓口において相談対応する者の名前が記載された文書であり，ほっとラ

インの設置・運営事業委託契約書（平成２８年度分）及びほっとライン

の相談員名簿（平成２８年度分）（以下，第３において「相談員名簿」

という。）を本件対象行政文書として特定した。 

（２）ほっとラインについて 

ほっとラインは，厚生労働省の委託事業として，労働基準監督署が閉

庁している時間帯である月曜日，火曜日，木曜日及び金曜日の夜間並び

に土曜日及び日曜日の昼間（いずれも年末・年始を除く。）に，フリー

ダイヤルで労働相談を受け付けるものである。また，ほっとラインの相

談員（以下，第３において「相談員」という。）は，ほっとラインの受

託者に雇用されている者である。 

（３）不開示情報該当性について 

   本件審査請求において審査請求人が開示を求めている部分は，相談員

名簿のうち，相談員の氏名であり，これ以外の原処分において不開示と

した部分については開示を求めていない。 

○ 法５条１号不開示情報該当性について 

相談員の氏名は，個人に関する情報であって，特定の個人を識別す

ることができる情報に該当する。また，相談員は，ほっとラインの

受託者に雇用されている者であるから，事業を営む個人ではなく，

さらに，法５条１号ただし書きハに規定する公務員等には該当しな

い。 

したがって，当該情報は，法５条１号の不開示情報に該当し，かつ

同号ただし書イないしハのいずれにも該当しないことから，不開示

とすることが妥当である。 

４ 審査請求人の主張に対する反論について 

審査請求人は，審査請求書の中で，「『労働条件ほっとライン』の相談

員の報酬は税金であり，公務員にじゅんずるので名前は開示だと思いま

す。」（原文ママ）と主張しているが，本件審査請求に係る不開示情報該

当性については，上記３（３）で示したとおりであることから，審査請求

人の主張は失当である。 

５ 結論 
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以上のとおり，本件対象文書のうち，本件審査請求において審査請求人

が開示を求めている部分については，法５条１号に基づき，原処分を維持

して不開示とすることが妥当である。 

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 平成２９年１月３０日  諮問の受理 

② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年２月８日      審議 

④ 同年９月２８日     本件対象文書の見分及び審議 

⑤ 同年１０月１１日    審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

本件対象文書は，「「労働条件ほっとライン」の設置・運営事業委託契

約書（平成２８年度分）及び「労働条件ほっとライン」の相談員名簿（平

成２８年度分）」である。 

処分庁は，本件対象文書の一部について，法５条１号，２号イ及び４号

に該当するとして不開示とする原処分を行ったところ，審査請求人は，審

査請求書において，「労働条件ほっとライン」の相談員の名前を開示すべ

きであるとしている。 

これに対して，諮問庁は，審査請求人が開示を求めている部分（本件不

開示部分）は，法５条１号に該当することから，原処分を維持して不開示

とすることが妥当であるとしているので，本件対象文書を見分した結果を

踏まえ，本件不開示部分の不開示情報該当性について，以下，検討する。 

２ 不開示情報該当性について 

（１）本件不開示部分は，「労働条件ほっとライン」の相談員名簿（平成２

８年度分）の相談員の氏名（「フリガナ」を含む。）であり，法５条１

号本文前段に規定する個人に関する情報であって，特定の個人を識別す

ることができるものに該当する。 

（２）法５条１号ただし書該当性について検討すると，まず，「各行政機関

における公務員の氏名の取扱いについて」（平成１７年８月３日情報公

開に関する連絡会議申合せ。以下「申合せ」という。）により，職務遂

行に係る情報に含まれる公務員の氏名については，特段の支障の生ずる

おそれがある場合を除き，「慣行として公にされ，又は公にすることが

予定されている情報」に該当することとなり，開示するものとするとさ

れているが，「労働条件ほっとライン」の相談員は，厚生労働省が当該

事業を委託契約している事業者により雇用された者であり，公務員では

ないことから，その氏名については，申合せは適用されない。そのほか，

「労働条件ほっとライン」の相談員の氏名が，法令の規定，官報や厚生
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労働省のホームページ等で公表され，又は公表が予定されている事実は

認められない。したがって，当該部分は，同号ただし書イに該当するも

のとは認められない。 

また，当該部分が，法５条１号ただし書ロ及びハに該当する事情も認

められない。 

（３）さらに，当該部分は，個人識別部分であり，法６条２項による部分開

示の余地もない。 

（４）したがって，当該部分は，法５条１号に該当し，不開示とすることが

妥当である。 

３ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象文書につき，その一部を法５条１号，２号イ

及び４号に該当するとして不開示とした決定については，審査請求人が開

示すべきとする部分は，同条１号に該当すると認められるので，不開示と

したことは妥当であると判断した。 

（第３部会） 

委員 岡島敦子，委員 葭葉裕子，委員 渡井理佳子 


